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平 成 30 年 (2018 年 )11 月 22 日  

   

 議 会 運 営 委 員 会  

 委 員 長  大 野 忠 之 様  

 

議 会 制 度 検 討 会 議  

委 員 長  青 木 秀 介 

 

   議 会 制 度 検 討 会 議 検 討 結 果（ 第 28 回・第

29 回 決 定 分 ） に つ い て  

 

 

本 検 討 会 議 は 、平 成 30 年 ９ 月 12 日 及 び 10 月 ５ 日 の

２ 回 に わ た り 会 議 を 開 催 し 、 議 会 運 営 に 関 す る 諸 課 題

等 の 検 討 を 行 い ま し た 。  

そ の 結 果 、 結 論 を 得 た も の に つ い て 下 記 の と お り 報

告 し ま す 。  

 

記  

 
１  議 員 定 数 の 見 直 し に つ い て  

本 検 討 会 議 に お け る 重 要 課 題 の 一 つ と し て 、 平 成

28 年 ８ 月 か ら 平 成 30 年 10 月 ま で 精 力 的 に 検 討 を 行

い 、 今 期 の 本 検 討 会 議 と し て 「 議 員 定 数 の 削 減 及 び

そ の 判 断 根 拠 」（ 別 添 ） を ま と め た 。こ れ に よ り 来 期

の 議 員 定 数 は １ 人 削 減 し 、 40 人 と す べ き も の と し 、

議 会 基 本 条 例 を 別 紙 １ の と お り 、 委 員 会 条 例 を 別 紙

２ の と お り 改 正 す べ き も の と す る 。  
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議 員 定 数 の 削 減 及 び そ の 判 断 根 拠  

 

市 町 村 議 会 の 議 員 定 数 に つ い て は 地 方 自 治 法 に よ り 条 例

で 定 め る こ と が 規 定 さ れ て お り 、 各 議 会 が 地 域 の 実 情 に 応

じ て 定 め る こ と と な っ て い る 。  

地 方 自 治 体 に お け る 二 元 代 表 制 の 一 翼 を 担 い 、 議 会 の 活

性 化 に よ り 多 様 な 市 民 意 見 を 反 映 し た 政 策 提 案 が 求 め ら れ

て い る 議 会 と し て は 、 議 員 定 数 は 極 め て 重 要 な こ と で あ る 。 

こ の よ う な 中 、 本 市 議 会 で は 、 平 成 27 年 改 選 時 の 定 数 は

現 状 ど お り と す べ き と 判 断 さ れ た 。  

し か し な が ら 、 本 市 の 人 口 減 少 及 び 財 政 状 況 を 鑑 み 、 平

成 31 年 の 改 選 に 向 け て 、 改 め て 議 員 定 数 の あ り 方 に つ い て

議 論 す る こ と を 議 会 制 度 検 討 会 議 に お い て 決 定 し 、 12 回 に

わ た り 検 討 を 重 ね て き た 。  

 

協 議 に お い て は 、 本 市 の 人 口 減 少 に 伴 い 、 議 員 定 数 を 削

減 す べ き と い う 意 見 と 、 通 年 議 会 の 導 入 や 政 策 検 討 会 議 の

設 置 な ど 、 議 会 改 革 の さ ら な る 推 進 に よ り 議 員 の 果 た す べ

き 役 割 が 増 大 し て い る こ と 、 ま た 、 人 口 減 少 に 比 例 し て 市

民 意 見 の 多 様 性 が 減 る も の で は な い こ と か ら 、 現 状 維 持 と

す べ き と い う 意 見 が あ っ た が 、 議 員 定 数 が 現 状 ど お り で は

市 民 の 理 解 を 得 る こ と は 難 し い と 判 断 し 、 定 数 を 削 減 す る

こ と に つ い て は 意 見 が 一 致 し た こ と か ら 、 そ の 削 減 数 に つ

い て さ ら に 議 論 を 重 ね た 。  

 

削 減 数 に 係 る 議 論 に お い て は 、 平 成 30 年 ２ 月 １ 日 時 点 の

推 計 人 口 が 40 万 人 を 下 回 り 39 万 人 台 と な っ た こ と か ら ２

人 削 減 し 39 人 と す る 意 見 、 お お む ね 人 口 １ 万 人 に 議 員 １ 人

と し 、 平 成 30 年 12 月 時 点 の 推 計 人 口 で 判 断 す べ き と す る

意 見 、 中 核 市 の 中 で も 本 市 議 会 の 定 数 が 特 段 多 い わ け で も

な く 、 多 様 な 市 民 ニ ー ズ の 反 映 、 議 会 に よ る 監 視 機 能 の 強

化 、 さ ら に は 来 期 か ら の 議 会 に よ る 政 策 形 成 サ イ ク ル の 本

格 稼 働 を 考 慮 す る と 削 減 数 は １ 人 と し 、 議 員 定 数 は 40 人 と

（ 別 添 ）  
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す べ き と い っ た 意 見 が 出 さ れ た 。  

こ れ ら の 意 見 を 踏 ま え て 、 本 検 討 会 議 と し て は 、 本 市 の

人 口 減 少 に 鑑 み 、 議 員 定 数 の 削 減 は 避 け て 通 れ な い も の と

考 え る 。 現 在 は 、 政 策 検 討 会 議 が 設 置 さ れ 、 来 期 か ら 議 会

に よ る 政 策 形 成 サ イ ク ル が 本 格 稼 働 す る が 、 定 数 を 大 き く

減 ら し た 場 合 、 そ の 対 応 に 支 障 を 来 す 可 能 性 が あ る こ と 、

そ し て 、 こ れ か ら の 議 会 に は 多 様 な 民 意 を 反 映 さ せ 、 積 極

的 な 政 策 立 案 や 効 果 的 な 監 視 機 能 の 発 揮 が 求 め ら れ て お り 、

議 員 定 数 の 削 減 は 、 議 会 の 機 能 低 下 に つ な が る 恐 れ も あ る

た め 、 来 期 に お け る 削 減 の 影 響 は 最 小 限 に と ど め る 必 要 が

あ る と 判 断 し 、 削 減 数 を １ 人 と す べ き も の と 結 論 付 け た 。  

 

以 上 の 理 由 に よ り 、 平 成 31 年 改 選 期 の 議 員 定 数 は 、 １ 人

削 減 し 、 40 人 と す べ き も の と す る 。  
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横須賀市議会基本条例 現行・改正案対照表 

現 行 改正案 
（議員定数） 

第５条 法第91条第１項の規定により、条

例で定める議会の議員の定数は、41人と

する。 

２ 議員定数の条例改正案は、法第74条第

１項の規定による市民の直接請求があ

った場合を除き、原則として議員が改正

理由の説明を付して提案するものとす

る。 

３ 前項の規定は、市長の条例議案の提出

権を制限するものと解してはならない。 

 

（議員定数） 

第５条 法第91条第１項の規定により、条

例で定める議会の議員の定数は、40人と

する。 

２ 議員定数の条例改正案は、法第74条第

１項の規定による市民の直接請求があ

った場合を除き、原則として議員が改正

理由の説明を付して提案するものとす

る。 

３ 前項の規定は、市長の条例議案の提出

権を制限するものと解してはならない。 

 

 

（施行日） 

次の一般選挙から施行する。 

 

 

別紙１ 
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横須賀市議会委員会条例 現行・改正案対照表 

現 行 改正案 
（常任委員会の委員の所属、定数及び所管） 

第１条 

（略） 
２ 横須賀市議会基本条例（平成 22 年横須

賀市条例第 38 号。以下「基本条例」とい

う。）第７条第２項に規定する常任委員会

の委員（以下「常任委員」という。）の定

数及び所管は、次のとおりとする。この

場合において、前項ただし書の規定によ

り議長が常任委員にならないときは、当

該常任委員会の定数は、次に掲げる人数

から１人を減じた人数とする。 

 （1）総務常任委員会 11 人   

   ア 総務及び財務に関する事項 

   イ 政策推進及び文化振興に関する

事項 

   ウ 産業経済に関する事項 

   エ 他の常任委員会の所管に属しな

い事項 

 （2）生活環境常任委員会 10 人   

   ア 市民生活及び市民安全に関する

事項 

   イ 廃棄物に関する事項 

   ウ 上下水道に関する事項 

   エ 消防に関する事項 

  (3) 教育福祉常任委員会 10 人 

   ア 社会福祉及び保健衛生に関する

事項 

   イ 子どもに関する事項 

   ウ 教育に関する事項 

  (4) 都市整備常任委員会 10 人 

   ア 環境政策及び緑政に関する事      

    項 

   イ 土木及び建築に関する事項 

   ウ 港湾に関する事項 

  (5) 予算決算常任委員会 41 人 

   ア 予算及び決算に関する事項 

（常任委員会の委員の所属、定数及び所管） 

第１条 

（略） 
２ 横須賀市議会基本条例（平成 22 年横須

賀市条例第 38 号。以下「基本条例」とい

う。）第７条第２項に規定する常任委員会

の委員（以下「常任委員」という。）の定

数及び所管は、次のとおりとする。この

場合において、前項ただし書の規定によ

り議長が常任委員にならないときは、当

該常任委員会の定数は、次に掲げる人数

から１人を減じた人数とする。 

 （1）総務常任委員会 10 人   

   ア 総務及び財務に関する事項 

   イ 政策推進及び文化振興に関する

事項 

   ウ 産業経済に関する事項 

   エ 他の常任委員会の所管に属しな

い事項 

 （2）生活環境常任委員会 10 人   

   ア 市民生活及び市民安全に関する

事項 

   イ 廃棄物に関する事項 

   ウ 上下水道に関する事項 

   エ 消防に関する事項 

  (3) 教育福祉常任委員会 10 人 

   ア 社会福祉及び保健衛生に関する

事項 

   イ 子どもに関する事項 

   ウ 教育に関する事項 

  (4) 都市整備常任委員会 10 人 

   ア 環境政策及び緑政に関する事      

    項 

   イ 土木及び建築に関する事項 

   ウ 港湾に関する事項 

  (5) 予算決算常任委員会 40 人 

   ア 予算及び決算に関する事項 

 

（施行日）  

平成 31 年５月２日から施行する。 
 

別紙２ 


